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情報提供の仕組みや相談体制の構築

　関係部署や外部の関係団体などと連

携した情報提供の仕組みや体制が必要

と考えられます。

　　　　　　　協力体制や相談体制の整備

●町内のコミュニティなどと連携して継続的な空

き家の実態把握をして、関係部署間での情報共有

化による連携を図り、空き家所有者に対して、速

やかな対応を促します。

●空き家などの問題は事案によって内容も異なる

ため、相談者が気軽に相談できる窓口や体制を構

築します。

●関係機関などとも連携して、専門的な相談に対

する体制を整備します。

基本方針４

◆問い合わせ　役場企画財政課企画係（☎ 611-2722）

管理不全となった空き家への対処

　現在空き家である建築物について、

今後適切な管理がされなかった場合は

特定空家となる可能性があり、対策が必要と考え

られます。

　　　　　　　 管理不全となった空き家などに対

する措置の構築…

●適切な管理が行われていない空き家などによる

防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に対す

る対策として、町で把握した管理不全の空き家な

どは、所有者へ適正な管理依頼を行うとともに、

法に基づく特定空家等への対応を行います。

●天災や老朽、著しい管理不全などにより周囲に

被害を及ぼすおそれがある空き家などは、住民か

らの相談などに基づき緊急の処置が必要な場合、

応急的な危険除去などの迅速な対応を行うことが

できるよう条例や体制の整備を検討します。

●所有者不明の空き家への措置として、財産管理

制度の活用も視野に入れて対応を検討します。

基本方針３

◆空き家・空き地バンクとは？

　所有者などが売却や賃貸を希望する物件情報を公開して、町内で空き家や空き地の利活用促

進、管理不全空き家の発生抑止、本町への移住定住受け入れ、町外住民との交流や地域活性化

を目的とした情報提供の仕組みです。

　町では、本年度内の空き家・空き地バンクの運用開始に向け、現在制度の構築を進めています。

課題３課題４



7

繁殖期のカラスは神経質 カラスとの関わり方 カラスに対する対応について

子育て時期の

カラスに注意

しましょう！

カラスが繁殖期を迎える時期に

なりました。カラスは本来攻撃

的な鳥ではありませんが、繁殖

期になると攻撃的になるといわ

れています。

ここでは、繁殖期のカラスの特

徴と対策、関わり方などを紹介

します。

■問い合わせ　役場住民課環境係（☎ 611-2506、2507）

　カラスは攻撃的な鳥ではなく、

むやみに人に襲いかかることはあ

りませんが、春先から夏頃にかけ

ては、ひなを守るために神経質に

なります。巣立ちのときなどは、

ひなを守ろうと通行人に威嚇行動

をする場合がありますので、カラ

スの動きに注意してください。

　巣のある場所が確認できてい

て、迂回路などがあれば、巣の場

所を避けて通るようにしてくださ

い。

　どうしても巣の近くを通らなけ

ればならない場合には、帽子をか

ぶる・傘を差すなどして、速やか

に通るようにしてください。

　カラスは生態系の中で生きてい

る野鳥であり、生息環境は森林で

す。

　皆さんが、カラスと共存してい

くためには、一人ひとりがごみ出

しのルールを守る、ペットに与え

る餌の後始末をきちんとする、カ

ラスに餌やりはしない、カラスの

餌になるもの（生ごみや残飯な

ど）は適切に処理する、といった

マナーを守ることが大切です。

　カラスは野鳥なので、「鳥獣保

護法」という法律により勝手に捕

まえることができません。ひなや

卵のある巣を落とす（撤去する）

ことも同じくできません。

　カラスの巣が街路樹や電柱にあ

る場合は、管理者へ連絡してくだ

さい。巣が自宅などの私有地にあ

る場合は、土地所有者の対応とな

ります。

　また、町では、カラスの捕獲は

行っておりません。
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※やはば短歌の会からのお知らせ…毎月一回、金曜日に町公民館で短歌の勉強会を開催しています。

　皆さんお気軽にご来場ください。
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毎週日曜日の早朝に有害鳥獣駆除隊員が駆除を実施しています
　カラスなどの鳥類による農作物被害を抑止するため、町から委託を受けた

「有害鳥獣駆除隊員」が日曜日の早朝に駆除を実施しています（急を要する

場合はこれに限りません）。皆さんのご協力をお願いします。

▶問い合わせ　役場産業振興課農林係（☎ 611-2613）


